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医 04 整形用品 

一般医療機器 医療脱脂綿 70975000 

滅菌医療脱脂綿 

再使用禁止                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【形状・構造及び原理等】 

綿 100％の脱脂綿製品で、エチレンオキサイドガス滅菌済みです。 

 

 

 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

  製造販売業者 

  株式会社酒井商店 

  愛知県名古屋市西区城西 2-21-12 

  TEL 052-524-0615 

 

 

【禁忌・禁止】 

再使用禁止 

再滅菌禁止 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目

的に使用するパッド状の綿繊維から成る材料をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用方法等】 

●本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1回限り使用する。 

●滅菌袋から開封したものについては、使用したものとみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

●保管方法：直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。 

  ●有効期間：容器又は被包に表示 【自己認証（自社データ）による】 

 

 

 

 

 

 

 

【使用上の注意】 

●体内へ留意しないこと、 

●包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。 

●滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。 

●綿の表面あるいは内部に、黒色や黄色の斑点が見られるこ

とがありますが、これは綿の実殻ですので品質上問題はござ

いません。 


